
１　設置の目的

２　評価方法

　　

　重点６分野６８事業について、各部局の事業担当課が作成した評価シートに基づき

②計画評価最終年度（令和３年度）は、総括評価を行う。

３　評価スケジュール

●事業担当課による自己評価 

◆ 事業の実施結果について自己評価を行い、評価シートに記載

↓
◆ 事務局（男女共同参画課）によるチェック

《担当委員》

◆ DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への 7月22日

　支援についての意見交換（１１事業）

《担当委員》

◆ DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への 7月29日

支援についての意見交換（９事業）

《全部会委員》

◆ 委員意見の最終確認 8月7日

  

　 ○第３回専門部会＜総括＞（書面）

●懇話会へ意見交換結果を報告　9月4日

●評価結果の公表（男女共同参画白書発行等）


計画評価専門部会の概要について

　千葉県男女共同参画計画に基づき、県が実施する各種事業の評価や進行状況
について協議することを目的として、千葉県男女共同参画推進懇話会に計画評価
専門部会を設置する。

◆第４次千葉県男女共同参画計画 （平成２８年度～令和２年度）

①最初の４年間（平成２９年度～令和３年度）は、重点６分野６８事業を４年で分割し、
　 計画評価専門部会で意見交換を行った上で評価する。

　 ○第１回専門部会＜意見交換①＞

　 ○第２回専門部会＜意見交換②＞
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